
　　　   　均等割・森林環境税の税額及び所得割の税率
市民税 県民税 森林環境税 　　　

均等割・森林環境税の税額 3,000 円 1,000 円 1,000 円
所得割の税率※ ６％ ４％

税額控除
▼配当控除
株式の配当など配当所得を申告した場合、課税総所得金額を下記の表にあてはめ配当所得金額に控除率を乗じた額が税額から差し
引かれます。

令和６年度市民税・県民税　税額の計算表（ 参考 ）住民税とは
１　市民税と県民税
　市民税と県民税は、あわせて一般的に「 住民税 」と呼ばれています。住民の皆様の暮らしがより良くなるよう、市や県が行う各種の

行政サービスに必要な経費を、住民の方々に広く分担してもらうものです。税金を負担する能力のある人が均等な額を負担する均
等割と、その人の所得金額に応じた額を負担する所得割の二つから構成されています。

２　市民税・県民税の計算方法

利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得に対する控除率一覧

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課
税長期（短期）譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得
等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

1,000 万円以下の場合
1,000 万円を超える場合

1,000 万円以下の部分 1,000 万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等 １．６％ １．２％ １．６％ １．２％ ０．８％ ０．６％
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 ０．８％ ０．６％ ０．８％ ０．６％ ０．４％ ０．３％
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 ０．４％ ０．３％ ０．４％ ０．３％ ０．２％ ０．１５％

（ 注 ）１　一部の配当所得は、配当控除の対象から除かれるものもあります。
　　 ２　一般外貨建等証券投資信託とは、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託をいいます。

▼配当割額控除又は株式等譲渡所得割額控除（申告書裏面「12」）
区分 市民税 県民税

配当割額控除 配当等に関する所得金額×５％＝配当割額
配当割額× 3/5 配当割額× 2/5

株式等譲渡
所得割額控除

上場株式等譲渡に係る所得金額×５％＝株式等譲渡所得割額
株式等譲渡所得割額× 3/5 株式等譲渡所得割額× 2/5

（ 表１ ）所得税と住民税の人的控除の差
人的控除名 人的控除の差額

障 害 者
普　　通 １万円
特
別

別　居 10 万円
同　居 22 万円

ひとり親 父 １万円
母 ５万円

寡　　婦 １万円
勤労学生 １万円

配 偶 者 一　　般 ⑥ページの配偶者控
除・配偶者特別控除の
欄を参照して下さい。

老　　人

配偶者特別控除

扶　　養

一　　般 5 万円
特　　定 18 万円
老　　人 10 万円
同居老親等 13 万円

基　　礎 合計所得 2,500万円以下 5 万円

市民税
の税率

県民税
の税率

市民税の
均等割額

県民税の
均等割額 ｝－ ➡

×

×

－

－

市民税の
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県民税の
所得割額

➡

➡

－

－

＋

＋

収
入

必
要
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費

合
計
所
得
金
額
☆

（ あなたの場合 ）（ 記入例 ）

均等割の
非課税限度額

扶養親族等なし 合計所得金額≦45万円
扶養親族等あり 合計所得金額≦35万円×（ 本人+ 同一生計配偶者+ 扶養親族数 ）+31万円

所得割の
非課税限度額

扶養親族等なし 総所得金額等≦45万円
扶養親族等あり 総所得金額等≦35万円×（ 本人+ 同一生計配偶者+ 扶養親族数 ）+42万円

① 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税において控除しきれなかった金額

②

⑴入居日が平成26年３月31日までの方：所得税の課税総所得金額の5％（ 最高97,500円 ）

⑵入居日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの方：所得税の課税総所得の7％ ( 最高136,500円)( 注1)

⑶入居日が令和4年1月1日以降の方：所得税の課税総所得の5％ ( 最高97,500円)( 注2)( 注3)

（ 注1 ）　住宅の取得費用に係る消費税率が8％又は10％である場合に限り、それ以外の場合は (1) に該当します。
（ 注2 ）　令和4年中に入居した方のうち住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10％かつ一定期間内に住宅

　　　の取得等に係る契約を締結した場合は (2) に該当します。
（ 注3 ）　令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別税額控除の対象外

　　　となります。

調
整
控
除
額

税
額
控
除
額

県
民
税　
　
　
　

　
　
　
　

年
税
額

市
民
税　
　
　
　

市民税額

県民税額

➡

➡
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★

－➡

☆合計所得金額…住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額
★総所得金額等…合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額

① ② ③

市民税・県民税につきましては、日頃からご理解・ご協力いただきありがとうございます。
　さて、今年も申告時期がまいりました。この申告は、あなたの市民税・県民税を正しく算出する基礎資料となります。
医療・福祉・保育等の各種判定においても不利になる場合がありますので、必ず3月15日までに申告をしてください。なお、
この「 申告の手引き 」は、市民税・県民税の申告にあたり、一般的な事項について説明したものです。

令和６年度　市民税・県民税申告の手引き 和光市

令和６年１月１日の時点で和光市内
に事務所・事業所・家屋敷を所有し
ている。

市民税・県民税の申告が必要です
均等割・森林環境税（5,000円）が
課税されます。

市民税・県民税の申告が必要です

申告の義務はありません
※医療・福祉等の行政サービス
　を受ける方や所得金額を記載
　の非課税証明書を希望される
　方は申告してください。申告
　書の裏面に記載欄があります。

和光市での市民税・県民税の申告は不要です
令和６年１月１日現在の住所地に
確認してください。

市民税・県民税申告は不要です
確定申告した方や給与支払報告書
が提出されていて、その内容に変
更がない方は市民税・県民税の申
告は不要です。

給与収入がある。

給与以外の収入がある。
（営業・農業・不動産など）

令和６年１月１日
の時点で和光市に
住んでいる

同居親族の扶養
（配偶者控除・扶
養控除）になっ
ていますか。

ス
タ
ー
ト

申告書の書き方が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

市民税・県民税の申告が必要です

損失の繰越控除を希望されますか。

公的年金等に係る雑所得
以外の所得がありますか。

※内容により所得税の還付申
　告になる場合があります。

公的年金等に係る雑所得を有する人の
所得税の確定申告不要制度が
あります。

確定申告が不要な人でも市民税･県民税の申告を
しないと､扶養控除や社会保険料控除､生命保険
料控除等が適用されず､市民税・県民税の税額が
高くなる場合があります。右図をご覧ください。

　公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以
下であり､かつ､公的年金等に係る雑所得以外の所
得金額が20万円以下の場合は､所得税の確定申告
書の提出は不要です。
　ただし､上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
など､確定申告書の提出が控除適用の要件になっ
ている控除を受ける場合には､確定申告書の提出
が必要になります。

公的年金
等に係る
雑所得以
外の所得
が20万円
を超えて
いる。

☆「公的年金等」の中に、遺族年金・障害年金等の非課税所得は含まれません。

公的年金等の収入☆は
400万円以下ですか。

所得税の還付申告(確定
申告)をされますか。

確定申告が必要です
※市民税・県民税の申告は
　不要になります。

確定申告が必要です
※市民税・県民税の申告は
　不要になります。

市民税・県民税の
申告は不要です　

申告に必要なもの
①令和６年度市民税･県民税申告書
②給与所得・公的年金等の源泉徴収票又は給与明細書
など

③令和５年中に支払った生命保険料・地震保険料の控
除証明書・社会保険料（国民健康保険料(税)･国民年
金保険料･介護保険料・後期高齢者医療保険料など）
の支払証明書又は領収書

④事業所得者は所得の内容がわかるもの（帳簿など）
⑤障害者控除を受ける方は、障害者手帳・障害者手帳ア
プリ・認定書など（アプリは提示で可）

⑥勤労学生控除を受ける方は学生証又は在学証明書
⑦医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書（領収
書の添付不可）

⑧国外に在住の方を扶養にする場合は、親族関係を確
認できる書類（戸籍謄本など）と送金していること
がわかる書類　※外国語で作成されている場合翻訳
文を添付してください。

⑨海外勤務中の場合は勤務先から発行された海外勤務
証明書・ビザのコピー

⑩本人のマイナンバーを確認できる書類【個人番号カー
ド（コピーを提出する場合は両面分）か、通知カー
ドと身分証明書（運転免許証、保険証など）】※原本
が必要です。ただし郵送の際はコピーも可。保険証
のコピーを添付する場合、保険者番号及び被保険者
等記号・番号部分を復元できない程度に塗り潰して
ください。

所得税の納付・還付（医療費控除・
住宅借入金等特別控除など)を受け
るため、税務署へ令和５年分所得
税の確定申告をする。
※確定申告が不要な給与所得者等でふ
るさと納税のワンストップ特例制度
の申請をした場合は確定申告をする
必要がありません。詳細は②ページ
下の「ふるさと納税ワンストップ特
例制度」をご覧ください。

令和５年1月1日～ 12
月31日までに収入が
ある。
※遺族年金・障害年金・
失業保険・特別定額
給付金等の非課税給
付は含まれません。

勤務先(給与支払者)から和光市へ、
給与支払報告書が提出されている。
(勤務先に確認してください｡)
また、その控除内容等に追加や変更
がない。

公的年金等の源泉徴収票に記
載されていない控除の追加・
変更はありますか。（医療費・
年金天引きしていない社会保
険料・生命保険料・地震保険料・
扶養・寡婦・ひとり親・障害者）

スタート

※分離譲渡所得などがある場合は、計算方法、
　税率が異なりますので、詳しくは課税課住民
　税担当におたずねください。

市民税・県民税の申告についての注意点
・会場の混雑緩和のため、ご自身での記入が困難などの理由がある方以外は、可能な限り郵送での申告にご協力ください。申告

書の記入がお済みの方、年末調整済みの源泉徴収票をお持ちの方は同封の返信用封筒（ 切手不要 ）に入れて郵送してください。
和光市ホームページに記載例がありますので、ご参照ください。

・会場が混雑した場合、入場をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
・申告期限が近づきますと大変混雑しますので、お早めにご申告ください。
・源泉徴収票や各種控除の証明書は、申告書に貼らずに同封の添付台紙へ貼ってください（ 郵送も同様です ）。
・医療費控除を受ける方は、領収書ではなく、医療費控除の明細書をあらかじめ作成してください。領収書はご自宅で５年間保

管する必要があります。
・申告書は必ずボールペンでご記入ください。鉛筆、シャープペン、消えるボールペンは使用しないでください。
・給与所得及び公的年金等に係る所得以外（ 令和６年４月1日において６５歳未満の方は給与所得以外 ）の市民税・県民税につい

てご自身で納付を希望する場合は、申告書表面右下「 ５ 」にチェックしてください。
・配偶者（ 特別 ）控除、扶養控除、年少扶養、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除などの人的に関する控除を追加す

る方は、氏名、生年月日、障害の程度など申告内容の記入漏れにご注意ください。

※税制改正等により内容が一部変わる可能性がありますのでご注意ください。

所得金額の合計 申告書のⒶ Ⓐ 2,740,000 Ⓐ 　
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所得から差し引かれる
金額の合計 申告書のⒷ Ⓑ 2,501,500 Ⓑ

課税される総所得金額 Ⓐ－Ⓑ Ⓒ 1,000円未満切り捨て
238,000 Ⓒ

1,000円未満切り捨て

,000
総所得金額に対する

所得割の税額
市 Ⓒ×0.06 Ⓓ 14,280 Ⓓ
県 Ⓒ×0.04 Ⓔ 9,520 Ⓔ

人　

的　

控　

除　

の　

差

配偶者控除 ⑥ページの
配偶者控除の表を参照 ㋐ 50,000 ㋐

配偶者特別控除 ⑥ページの
配偶者特別控除の表を参照 ㋑ ㋑

一 般 扶 養 親 族 人×  5万円 ㋒ １人  　　　50,000 ㋒
特 定 扶 養 親 族 人×18万円 ㋓ ㋓
別 居 の 老 人 扶 養 人×10万円 ㋔ ㋔
同 居 老 親 等 人×13万円 ㋕ 　１人　  　  130,000 ㋕
普 通 障 害 人×  1万円 ㋖ ㋖
特 別 障 害 人×10万円 ㋗ ㋗
同 居 の 特 別 障 害 人×22万円 ㋘ 　１人　　　220,000 ㋘
寡 婦 1万円 ㋙ ㋙
ひとり

親
父 1万円

㋚ ㋚
母 5万円

勤 労 学 生 1万円 ㋛ ㋛
基 礎 控 除 ②ページの（ 表1 ）参照 ㋜ 50,000 ㋜

人的控除の差の合計額 ㋐～㋜の合計 ㋝ 500,000 ㋝

Ⓒ≦200万円の方
㋝×0.05 ㋞ 25,000 ㋞
Ⓒ×0.05 ㋟ 11,900 ㋟

㋞と㋟の少ない方 ㋠ 11,900 ㋠

Ⓒ＞200万円の方
Ⓒ－200万円 ㋡ ㋡

㋝－㋡ ㋢ ㋢
㋢×0.05（ 2,500円未満の時は2,500円 ） ㋣ ㋣

　　調 整 控 除 額
※合計所得金額が2,500万円を超え
る方はⒻとⒼは0円になります。

市 ㋠または㋣×0.6 Ⓕ 7,140 Ⓕ

県 ㋠または㋣×0.4 Ⓖ 4,760 Ⓖ

税 額 控 除 額
市 税額控除の表を参照 Ⓗ 0 Ⓗ
県 税額控除の表を参照 Ⓘ 0 Ⓘ

株式譲渡所得割額
配当割額控除前の所得割額

市 Ⓓ－Ⓕ－Ⓗ Ⓙ
赤字のときは0

7,140 Ⓙ 赤字のときは0

県 Ⓔ－Ⓖ－Ⓘ Ⓚ
赤字のときは0

4,760 Ⓚ 赤字のときは0

株式譲渡所得割額
配当割額控除額

市 申告書の裏面ⓐ×3/5（ 1円未満の端数切り捨て ） Ⓛ 0 Ⓛ
県 申告書の裏面ⓐ×2/5（ 1円未満の端数切り上げ ） Ⓜ 0 Ⓜ

所 得 割 額
市 Ⓙ－Ⓛ　※ Ⓝ 100円未満の端数切り捨て

7,100 Ⓝ
100円未満の端数切り捨て

00

県 Ⓚ－Ⓜ　※ Ⓞ
100円未満切り捨て

4,700 Ⓞ
100円未満の端数切り捨て

00

均 等 割 額
市 一律 3,500 円 Ⓟ 3,500 Ⓟ 00
県 一律 1,500 円 Ⓠ 1,500 Ⓠ 00

市　民　税 Ⓝ＋Ⓟ Ⓡ 10,600 Ⓡ 00
県　民　税 Ⓞ＋Ⓠ Ⓢ 6,200 Ⓢ 00

年　税　額 Ⓡ＋Ⓢ Ⓣ 16,800 Ⓣ 00
　※マイナスの場合は端数処理をしません。

平成19年度から、所得税から住民税への税源移譲が行われることに際し、所得税と住民
税の人的控除の差（ 表1 ）に基づく税負担増を調整するため、住民税所得割額から一定の
額を控除するものです。なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません

会場の混雑緩和のため、郵送での申告にご協力ください。
申告方法

郵送の場合 申告会場の場合

期　限：令和６年 3 月 15 日（金）
送付先：〒 351-0192　和光市広沢 1-5

和光市役所課税課住民税担当　宛
※同封の返信用封筒をご使用ください

期間：令和６年 3 月 1 日（金）～ 3 月 15 日（金）
平日 9：00 ～ 16：00

会場：市役所 5 階 502 会議室

■問い合わせ先

確定申告について

市民税・県民税
申告について

朝霞税務署
〒351-8601　朝霞市本町 1-1-46　　TEL　048-467-2211（ 代表 ）

和光市役所課税課住民税担当
〒351-0192　和光市広沢 1-5　　　  TEL　048-424-9102（ 直通 ）

申告は 令和 ６年 ３月１５日（金） までです。

※合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整
　控除の適用はありません。

▼調整控除

（ 1 ）合計課税所得金額が200万円以下の場合
　　　次の①、②いずれか少ない金額の５％（市民税３％､ 県民税２％）を控除
　　　　①人的控除額の差の合計額
　　　　②合計課税所得金額
　（ 2 ）合計課税所得金額が200万円超の場合
　　　{ 人的控除額の差の合計額－（ 合計課税所得金額－200万円 ）} の５％
　　　（ 市民税３％、県民税２％）を控除 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　⇩

　　 ※この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
（ 注 ）「 合計課税所得金額 」とは、所得控除後の課税される総所得金額、課税退職所得

　　　金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に
　　　係る課税所得金額は、含まれません。

▼寄附金税額控除（申告書裏面「13」）
前年中に対象となる寄附金がある場合は、申告により次の方法で計算

した金額を市民税・県民税の所得割額から控除できます。

寄附の対象 控除額
地方公共団体（都道府県・市区町村） 【１】基本控除額＋【２】特例控除額
日本赤十字社埼玉県支部

【１】基本控除額
埼玉県共同募金会　
埼玉県又は和光市が条例により指定したもの 　　  【１】基本控除額※２

・控除額の計算
　【 1 】＝（ 寄附金の合計※１－2000円 ）×10％（ 市民税６％、県民税４％）
　【 2 】＝（ 地方公共団体等に対する寄附金の合計額－2000円 ）×
　　　　｛ 90％－（ あなたの所得税税率×1.021 ）｝※３

　　　　×（ 市民税３／５、県民税２／５ ）ただし、【 2 】については個人
　　　　住民税所得割の額の20％を上限とします。
　※１   寄附金の合計額が前年の総所得金額等の30％を超える場合には、
　　　総所得金額等の30％に相当する額とします。
　※２   和光市が指定した寄附金については市民税から６％、埼玉県が指定した寄附金については県民税から４％、和光市と埼玉県が
　　重複して指定した寄附金については合計10％の税額控除率となります。
　※３   あなたの所得税税率とは、寄附金税額控除を申告される方に適用される所得税の最も高い税率を指します。
　※災害に係る義援金等については「 ふるさと納税 」として控除できる場合があります。詳しくは、課税課住民税担当までお問合せください。

▼外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。なお、
この控除を受けられる人は、所得税の確定申告が必要になりますので、税務署へおたずねください。

▼住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別税額控除が所得税で引ききれない場合に、市民税・県民税の所得割から一定の金額を限度として控除されます。

　（ 平成19年、平成20年の入居は除きます。）
　①か②のいずれか少ない金額（ 市民税：控除金額×3/5、県民税：控除金額×2/5 ）

※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額は所得税のみの控除となり、住民税での適用はありません。

　「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」とは、給与所得者
等で確定申告等を行う義務のない方の、令和５年中の寄附
が対象です。ふるさと納税を行う自治体が５以下の場合、
当該ふるさと納税を行う自治体（ 寄附先の自治体 ）に「 寄附
金税額控除に係る申告特例申請書 」の提出を行うことで確定
申告等をしなくてもふるさと納税に係る寄附金控除が受け
られる制度です。
控除額は、所得税の控除分に相当する額を含めて翌年度の
市民税・県民税からまとめて控除されます。
　なお、ふるさと納税制度の対象となる地方団体は、総務
省のふるさと納税ポータルサイトにてご確認いただけます。

【 申告が必要な場合 】特例制度の対象にならない方です。
※ふるさと納税についての控除を受けるためには、ふるさと
納税に係る寄附金控除も含めて確定申告等を行う必要があ
ります。
①確定申告等を行う義務のある方
②ふるさと納税を行う自治体が６以上の方
③医療費控除等で確定申告等を行う方

ふるさと納税ワンストップ特例制度

国税相談ダイヤル　　　　　　　　 TEL　0570-00-5901

障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方は非課税になります。

市民税均等割 県民税均等割 森林環境税 合計額

令和5年度まで 3,500円 1,500円 なし 5,000円

令和6年度から 3,000円 1,000円 1,000円 5,000円

令和６年度の主な税制改正について
１　森林環境税の創設
　　森林環境税とは、令和６年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民

税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市
町村へ譲与されます。

　　なお、令和５年度まで継続していた個人住民税均等割の特例（ 東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を
確保するため1,000円引き上げられていた ）が終了し、令和６年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。（ 令
和元年度税制改正 ）

個人住民税均等割及び森林環境税

２　上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
　上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得（ 以下

「 上場株式等に係る配当所得等 」という。）については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。（ 令
和４年度税制改正 ）

　　具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を
基に所得税と同じ方式で課税することになります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要
となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

　　なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保
険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります
のでご注意ください。

３　扶養控除等の国外居住親族の要件見直し
　扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになり
ました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。

　　①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
　　②障害者
　　③扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
　※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。

　〇必要書類
　国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「 親族関係書類 」や「 送
金関係書類 」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場
合は、それに加えて、以下の確認書類の提出が必要となります。

　※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。
　　①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方　→　留学ビザ等の書類
　　②障害者　→　障害者手帳等
　　③扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方→
　　　38万円以上の送金書類（ 控除対象の親族ごとに必要 ）

※上記以外の税制改正の内容については、和光市ホームページ「 令和６年度から適用される個人住民税の主な改正点 」をご覧
ください。
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⬅

⬅

⑪扶養控除
あなたと生計を一にする親族（ 配偶者を除く ）のうち令和５年中の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合。

年　齢 控除額 同居老親等 個人番号の記入をお願いします。
（ 確認書類は必要ありません ）

※年少扶養は、医療・福祉・保育
等の各種判定等や、非課税限度の
判定等で影響する場合があります
ので、必ずご記入ください。

16歳未満 　年少扶養・・・平成20年１月２日以後の生まれ 　  0円
16歳以上19歳未満 　一般扶養・・・平成17年１月２日～平成20年１月１日生まれ 33万円
19歳以上23歳未満 　特定扶養・・・平成13年１月２日～平成17年１月１日生まれ 45万円
23歳以上70歳未満 　一般扶養・・・昭和29年１月２日～平成13年１月１日生まれ 33万円

70歳以上 　老人扶養・・・昭和29年１月１日以前の生まれ 38万円 45万円
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所得控除について（ 令和５年1月1日～12月31日までの１年間分 ）

⑨配偶者控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で同一生計配偶者がいる場合。
※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が48万円以下の方です。
※老人控除対象配偶者は70歳以上（ 昭和29年1月1日以前生まれ ）の方が対象です。
※個人番号の記入をお願いします。（ 確認書類は必要ありません ）
※合計所得金額は収入とは異なります。ご注意ください。
※下表の（  ）内の数は所得税と市民税・県民税における控除額の差額です。

納税者本人の合計所得金額

900 万円以下 900 万円超
950 万円以下

950 万円超
1,000 万円以下 1,000 万円超

控除対象配偶者 33 万円（5万円） 22 万円（4万円） 11 万円（2万円） 0 円（0 円）
老人控除対象配偶者 38 万円（10万円） 26 万円（6万円） 13 万円（3万円） 0 円（0 円）

⑩配偶者特別控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合。
※個人番号の記入をお願いします。（ 確認書類は必要ありません ）
※合計所得金額は収入とは異なります。ご注意下さい。
※下表の（  ）内の数は所得税と市民税・県民税における控除額の差額で、税源移譲時（H19年度 ）の差額が適用されています。

同配 扶養 障害本　人
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強16

合 同親
同 合
老人 特障

新規
修正
省略

宛名番号

世帯番号

資料番号
処理欄 入力 スキャン

※令和５年分の所得や扶養等の状況を記入してください。令和６年度　市民税・県民税申告書

生 年 月 日

※
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合 計 Ⓐ
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①
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⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

医療費控除

社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・ひとり親控除

配偶者（特別）控除
扶養控除
基礎控除
①から

小規模企業
共済等掛金控除

勤労学生、
障害者控除

農 業
営 業 等
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５　給与所得及び公的年金等に係る所得以外（令和６年４月１日にお
　いて 歳未満の方は給与所得以外）の市民税・県民税の納税方法
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　３

※

本人控除

障害者控除

社会保険料
控 除

①

③
②

⑤～⑦ ⑥

⑧

⑨～⑩

⑪

⑭

⑮

生命保険料
控 除

配 偶 者
（特別）控除
同一生計
配 偶 者
※国外居住の場
　合は証明書類
　が必要です。

控除対象
扶養親族
（16歳以上）
Ｈ20.１.１
以前生まれ
※国外居住の場
　合は扶養して
　いる証明書類
　が必要です。

年少扶養
親 族
（16歳未満）
Ｈ20.１.２
以降生まれ
※国外居住の場
　合は扶養して
　いる証明書類
　が必要です。

社会保険の種類
★国民健康保険
★国民年金保険
★介護保険
★後期高齢者医療保険

★小規模企業共済等掛金控除

源泉徴収票の社会保険料
その他（任意継続保険料など）

支払った保険料をご記入ください。

新生命保険料の計

旧生命保険料の計
地震保険料の計

介護医療保険料の計

新個人年金保険料の計

旧個人年金保険料の計
旧長期損害保険料の計

支払った保険料

　□勤労学生控除
　□学生証確認欄
（学校名）

□同居
□別居

別居の場合の住所

個人番□同一生計配偶者
控除対象配偶者を除く

所得の種類

氏名

氏名

氏名

生年月日 明 大
昭 平 ． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

合計所得金額 円

□同居
□別居

別居の場合の住所
個 人 番 号

生年月日 平
令

続柄

□同居
□別居

別居の場合の住所
個 人 番 号

氏名 生年月日 平
令

続柄

□同居
□別居

別居の場合の住所
個 人 番 号

氏名 生年月日 明 大
昭 平

続柄

□同居
□別居

別居の場合の住所
個 人 番 号

生年月日 明 大
昭 平

続柄

□同居
□別居

別居の場合の住所
個 人 番 号

氏名 生年月日 明 大
昭 平

続柄

円

円

円

円

円

円

円

円

円
合　　　計

★は源泉徴収票に入っ
ていないものを記入し
てください。

ふりがな

代理申告者

電 話 番 号

続柄

ふりがな

現 在 所

1月1日現在
の 住 所

年　　　月　　　日生

受付印

和光市長あて

※個人番号は必ず
記入してください。
備考

電 話 番 号職種又は職業提出年月日

氏　名

個人番号 □個人番号確認欄

□　給与所得から天引き
　　（特別徴収）

□　自分で納付
　　（普通徴収）

Ｒ６

円

明・大・昭・平・令

合計Ⓑ
（⑬＋⑭＋⑮）

⑦～
⑧

⑨～
⑩

□ひとり親
控除

色／紺（身体／療育／精神）・赤・緑・
　　水色・紫・証書・認定書　　　級
　　　　　　　　　　　　　　　　度
色／紺（身体／療育／精神 ・赤・緑・
　　水色・紫・証書・認定書　　　級
　　　　　　　　　　　　　　　　度

雑損控除

医療費控除
※どちらか一方を選択
　してください。

損害の原因

損害の金額 保険金などで補てんされる金額

損害年月日 損害を受けた資産の種類

差引損失額のうち災害関連支出の金額

保険金などで補てんされる金額支払った金額
□医療費控除　　　　□特例（セルフメディケーション税制分）

円

円

円

円円

⑤～
⑥

□寡婦控除
該当日 年 月 日
　□死別 □生死不明
□離婚 □未帰還

続柄

⑫までの計

⑤ ⑦

④
地震保険料
控 除

号　（ ）

氏名

氏名

円

国保世 帯 主 名

.　　.

）

ひ
と
り
親

し
て
く
だ
さ
い
。

和光市広沢1－5
同上

和　光　太　郎
わ こう た ろう

38

和　光　太　郎

9 9

本人

会社員 464－1111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2 0 0 07 4 0

2 0 0 03 4 0

1 0 0 00 0 0

3 0 0 06 0 0

0 0 04 0 0

400,000

243,500

243,500

36,000

120,000 120,000

和 光 花 子

和 光 一 郎

38 7
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

1

2 3
7

58 5 5

0 0 07 8 0

5 0 04 0 12

3 3 0
0 0 05 3 0

0 0 01 8
0 0 07 0

5 0 02 4 3

0 0 01 0 0
5 0 12 5 0 0

0 0 0

4 3 0 0 0 0

和 光 三 郎

和 光 三 郎

和 光 さつき

子

父

孫

○○市本町1－1

3 4 45 6 7 8 9 0 1 2 3

4 4 55 6 7 8 9 0 1 2 3

4 5 65 6 7 8 9 0 1 2 3

6 5 5

20 11 14
　

200,000

配偶者合計所得金額
納税者本人の合計所得金額

900 万円以下 900 万円超
950 万円以下

950 万円超
1,000 万円以下 1,000 万円超

48 万円超　50 万円以下 33 万円（5万円） 22 万円（4万円） 11 万円（2万円） 0 円（0 円）
50 万円超　55 万円以下 33 万円（3万円） 22 万円（2万円） 11 万円（1万円） 0 円（0 円）

55 万円超　100 万円以下 33 万円　（0 円） 22 万円　（0 円） 11 万円　（0 円） 0 円（0 円）
100 万円超　105 万円以下 31 万円　（0 円） 21 万円　（0 円） 11 万円　（0 円） 0 円（0 円）
105 万円超 110 万円以下 26 万円　（0 円） 18 万円　（0 円） 9 万円　（0 円） 0 円（0 円）
110 万円超 115 万円以下 21 万円　（0 円） 14 万円　（0 円） 7 万円　（0 円） 0 円（0 円）
115 万円超 120 万円以下 16 万円　（0 円） 11 万円　（0 円） 6 万円　（0 円） 0 円（0 円）
120 万円超 125 万円以下 11 万円　（0 円） 8 万円　（0 円） 4 万円　（0 円） 0 円（0 円）
125 万円超 130 万円以下 6 万円　（0 円） 4 万円　（0 円） 2 万円　（0 円） 0 円（0 円）
130 万円超 133 万円以下 3 万円　（0 円） 2 万円　（0 円） 1 万円　（0 円） 0 円（0 円）

133 万円超 0 円　（0 円） 0 円　（0 円） 0 円　（0 円） 0 円（0 円）

①社会保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料 （ 国民健康保険料（ 税 ）、後期高齢者医療保険
料、国民年金保険料、 介護保険料など ） を令和５年中に支払った場合。 
 （ 支払った金額 ）＝控除額
★源泉徴収票に記載のない金額（ 任意継続保険料など ）については、控除証明書または、領収書を同封の台紙に貼り付けてく

ださい。 
※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料（税）や後期高齢者医療保険料、 

介護保険料は、 あなたの控除の対象にはなりません。 なお、 国民健康保険料（税）や後期高齢者医療保険料で、 あなたが口座振
替によりその保険料を支払った場合には、 あなたの控除の対象となります。

②小規模企業共済等掛金控除
令和５年中に支払った小規模企業共済掛金 （ 旧第２種共済掛金を除きます ） と確定拠出年金掛金と心身障害者扶養共済掛金
がある場合。 （ 支払った金額 ）＝控除額　★証明書等を同封の台紙に貼り付けてください。

③生命保険料控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和５年中にあなたや配偶者・その他の親族を受取人とする生命保険契約等、 又は個人保険契約等に基づいて支払った保険
料がある場合に控除されます。 
各控除額の計算表

  ①旧制度（ 平成23年12月31日以前に締結 ）支払保険料の計算式   ②新制度（ 平成24年1月1日以降に締結 ）支払保険料の計算式
支払った保険料の金額 生命保険料控除額 支払った保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払額 12,000円以下 支払額
15,000円超40,000円以下 支払額×1/2＋7,500円 12,000円超32,000円以下 支払額×1/2＋6,000円
40,000円超70,000円以下 支払額×1/4＋17,500円 32,000円超56,000円以下 支払額×1/4＋14,000円
70,000円超 35,000円（ 限度額 ） 56,000円超 28,000円（ 限度額 ）
一般生命保険料控除額、個人年金保険料控除額、介護医療保険料控除額を合計し、全体の控除額とします

（ 上限70,000円 ）。
※一般生命保険料又は個人年金保険料について、旧制度･ 新制度の両方の保険料がある場合は、上記の計算式に基づき、旧制

度･ 新制度ごとに控除額を算出し合計します（ 限度額28,000 円 ）。ただし、旧制度のみで計算した控除額が合計した控除額よ
り大きくなる場合は、旧制度のみで計算した控除額を適用することができます。

限度額70,000円　★証明書等を同封の台紙に貼り付けてください。
下記の計算欄に沿って計算してください。

（ 計算欄 ）計算式は上記の表をご覧ください。
一般生命保険
旧保険料等の
金額の合計額 Ａ　　　      円 Ａの金額を①旧制度の計算式に当

てはめて計算した金額
最大35,000円
Ⅰ　　　　  円 計（Ⅰ＋Ⅱ） 最大28,000円

Ⅲ　　  　　円
新保険料等の
金額の合計額 Ｂ　　　      円 Ｂの金額を②新制度の計算式に当

てはめて計算した金額
最大28,000円
Ⅱ　　　　  円

ⅠとⅢのいずれか
大きい金額 い　　  　　円

介護医療保険
新保険料等の
金額の合計額 Ｃ　　　      円 C の金額を②新制度の計算式に当て

はめて計算した金額
最大28,000円
ろ　　  　　円

個人年金
旧保険料等の
金額の合計額 Ｄ　　　      円 Ｄの金額を①旧制度の計算式に当

てはめて計算した金額
最大35,000円
壱　　　　  円 計（ 壱＋弐 ） 最大28,000円

参　　  　　円
新保険料等の
金額の合計額 Ｅ　　　      円 Ｅの金額を②新制度の計算式に当

てはめて計算した金額
最大28,000円
弐　　　　  円

壱と参のいずれか
大きい金額 は　　  　　円

生命保険料控除額
い＋ろ＋は

最大70,000円
　　   　　   円

④地震保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋等の令和５年中に支払った地震等損害部分の保険
料や掛金がある場合に控除できます。 経過措置として、 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約 （ 保険期間や共
済期間が10年以上の契約で、 満期返戻金などを支払う旨の特約があるものなど ） に係る保険料については、 これまでの損害
保険料控除を適用することができます。
支払った保険料の区分 控除額
①地震保険料 支払額×1/2（ 限度額25,000円 ）
②長期損害保険料 5,000円以下 支払額

5,000円超15,000円以下 支払額×1/2＋2,500円
15,000円超 10,000円（ 限度額 ）

③　①と②がある場合 ①＋②（ 上限25,000円 ）
★証明書等を同封の台紙に貼り付けてください。

⑦勤労学生控除
あなた自身が学校教育法１条等に規定する学校の学生または生徒で、 令和５年中の合計所得が75万円以下である場合で、そ
のうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得（ 不動産・配当等 ）が10万円以下である場合。　控除額　26万円
★在学証明書を同封の台紙に貼付または学生証のコピーを提出してください。

所得金額について（ 令和５年1月1日～12月31日までの１年間分 ）
収　入　金　額 必　要　経　費

事　

業

営
業
等

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、
サービス業などいわゆる営業から生ずる所得のほか、医師、弁
護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職
業による所得

販売した商品の原価、租税公課、雇人費、地代、家賃、
減価償却費、水道光熱費など

農
業

農産物の生産、果樹の栽培、家畜の飼育などの事業から生じる
収入の合計費 種苗代、肥料代、家畜などの飼料など

不 動 産 地代、家賃、土地や家屋の権利金、頭金などによる収入の合計費 固定資産税、損害保険料、修繕費、減価償却費、借入
金利子など

利　  子
原則住民税は源泉徴収されるので申告する必要はありません。
源泉分離課税の対象とならない利子（ 日本国外の銀行に預けた
貯金利子など ）の金額 必要経費はありません。

配　

当

申告にあたっては、総合課税・申告分離課税・申告不要制度（ 市県民税が源泉徴収されている場合 ）を選択可能です。また、上場株式等の譲渡
所得についても同様に選択が可能です。

株
式
等

株式の配当金（ 源泉分離課税を選択したものを含む ）、出資の
配当金、剰余金の分配金など

株式や出資などの元本を取得するために借り入れた負
債利子。
※一定の上場株式等の配当について､ 申告不要制度が

あります。
　また上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算の

特例があります。詳しくは課税課住民税担当までお
尋ねください。

そ
の
他

源泉分離課税の対象とならない証券投資信託の収益の分配金など

給　
　
　

与

給料、貸金、賞与、歳費および事業専従者給与などの収入の合計額
給与所得の計算表

★給与の源泉徴収票を同封の台紙に貼付し
てください。
源泉徴収票がない場合は、申告書裏面「 6 」
の給与所得の内訳に記入してください。
※一定の条件にあてはまる特定支出の合計
額が給与所得控除額を超えるときは、特定
支出控除の制度が適用できます。詳しくは
課税課住民税担当にお尋ねください。
※所得金額調整控除については下記を参照
してください。

所得金額調整控除
あなたが以下の条件に該当する場合、収入や所得に応じた金額が給与所得から控除されます。   
１　給与等の収入額が850万円を超え、以下の（ １ ）から（ ３ ）のいずれかに該当する場合、（ 給与等の収入額（ 1,000万円を超える場合は1,000

万円 ）－850万円 ）×10％に相当する金額が給与所得から控除されます。申告書裏面「 １５ 」の所得金額調整控除に関する事項に記入して
申告してください。

（ １ ）特別障害者に該当する      
（ ２ ）年齢が23歳未満の扶養親族を有する      
（ ３ ）特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 

※所得金額調整控除は扶養控除とは異なり、２以上の納税義務者の扶養親族に該当するものがある場合には、その者は、これらの納税義務者
のうちいずれかの一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなすこととはされていません。たとえば、夫婦ともに年収850万円を
超えており、２３歳未満の扶養親族を有する場合等には、夫婦両方が控除の適用を受けることができます。

２　給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給
与等の金額（ 10万円を超える場合は10万円 ）＋公的年金等に係る雑所得の金額（ 10万円を超える場合は10万円 ）－10万円に相当する金額
が給与所得から控除されます。

※１の控除額がある場合には１の控除後の金額から控除されます。

雑

雑所得の金額は「公的年金等の雑所得」と「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」に分けて計算します。

公
的
年
金
等

厚生年金、国民年金、恩給（ 一時恩給を除く ）などの収入の合計額。
①互助年金は、「 その他の雑所得 」になり、収入金額がそのまま雑所得になります。
②遺族年金・障害年金等は含まれません。（ 非課税所得のため課税されません。裏面「 16 」収入がなかった人の記入欄に

ご記入ください。）
★公的年金等の源泉徴収票を同封の台紙に貼付してください。

業
務

原稿料、講演料またはネットオークションなどを利用した個人取引も
しくは食料品の配達などの副収入による所得。
※家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人、シルバー人材
センターに勤務する者など、特定の方に対して人的役務の提供を行う
ことを業務としている方は、「 家内労働者等の必要経費の特例 」を受
けられる場合があります。詳しくは国税庁HP を参照してください。

調査研究費、交通費など収入をあげるために支出した
金額

そ
の
他

生命保険の年金（ 個人年金保険 ）、互助年金などの上記以外の
ものによる所得。

個人年金の掛金、調査研究費、交通費など収入をあげ
るために支出した金額

総合譲渡 機械・自動車等の資産の譲渡（ 土地、建物などで分離課税され
るものは除く ）による収入の合計額

譲渡した資産の取得費、設備費、改良費、譲渡に関す
る必要経費など。

一　　時 賞金、懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、保険の満期返戻金
などの一時的収入の合計額 収入をあげるために支出した金額

事業専従者控除（ 白色 ） 配偶者　86万円
①　　　　　　　　　　　　　　　

その他の親族　50万円
あなたと生計を一にする配偶者や15歳以上のその他の親族で、原則として
前年中に6 カ月を超える期間あなたの事業に専ら従事した人を事業専従者と
いいます。
この場合、あなたの事業より生ずる収入から右の①と②のうちいずれか少
ない金額が控除されます。

②　その年分の専従者控除前の金額　
専従者の数＋１

｛

⑫基礎控除
あなたの合計所得金額により以下の基礎控除が適用されます。
合計所得金額 基礎控除
2,400 万円以下 43 万円
2,400 万円超～ 2,450 万円以下 29 万円
2,450 万円超～ 2,500 万円以下 15 万円
2,500 万円超 　　0 円

⑮医療費控除
●従来の医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、 令和５年中に医療費を支払った場合。
 （ 医療費－保険金などで補てんされる金額 ）－（ 各種所得の合計額×5％※限度額は10万円 ）＝控除額
※次のような費用は医療費になりません。

・健康増進や疾病予防などのための費用（ 予防接種も含む ）　・駐車料金
・人間ドックなどの健康診断のための費用（ 診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合は医療費控

除の対象になります。） 
★保険金などで補てんされる額（ 高額療養費など ）がある場合はあらかじめ金額を確認してください。
★最高金額は200万円
★医療費控除の明細書（ 医療を受けた方の氏名・支払先の名称と額を記入 ）を添付してください。なお、医療費通知に記載さ
れた事項がある場合、記入の上、該当する医療費通知を添付してください。※領収書原本は不可。
●医療費控除の特例（ セルフメディケーション ）
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、本人や本人と生計を一にする親族に係る「 スイッ
チ OTC 医薬品 」の購入費用を１万２千円を超えて支払った場合。
購入費用－12,000円＝控除額（ 限度額は88,000円 ）
※従来の医療費控除との選択適用のため、併用はできません。
★セルフメディケーション税制の明細書（ 支払先および医薬品の名称と額を記入 ）を添付して下さい。

⑭雑損控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族（ 総所得金額等48万円以下 ）の生活に通常必要な資産が、 令和５年中に
災害や盗難などによって損害を受けた場合。 控除額は次のいずれか多い方の金額です。 
① （ 損害金額－保険などで補てんされる金額 ）－（ 総所得金額等の合計額×10％）＝控除額
② 災害関連支出の金額－５万円
☆災害関連支出の金額がある場合はお問合せください。★証明書等を同封の台紙に貼り付けてください。

⑧障害者控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★手帳や障害者手帳アプリ等の写しを同封の
あなたやあなたの同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者の場合　　　台紙に貼付または提示してください。

手帳の種類 色
（ 埼玉県 ）

特別障害（ 控除額30万 ）
※同居の場合は53万 普通障害（ 控除額26万 ）

身体障害者手帳　※ 赤・紺 １～２級 ３～６級
療育手帳　※
 （ 知的障害者 ） 緑・紺 Ⓐ（ 最重度 ） Ｂ

Ａ（ 重度 ） Ｃ
精神障害者保健福祉手帳　※
 （ 精神障害者 ） 水色・紺 １級 ２～３級

戦傷病者手帳 紫 特別項症～第３項症 第４項症～第４款症
原子爆弾被爆者 証書 厚生労働大臣の認定者 厚生労働大臣の認定者
障害者控除対象者認定書 認定書 市区町村発行 市区町村発行

※平成27年10月以降に埼玉県が発行する手帳から障害者手帳の規格・表記・色は統一されました。手帳の色は紺色になります。

⬅

⬅

記載例の詳細につきましては、右のＱＲコードから市ＨＰ「市民税・県民税申告書の記載例」をご覧ください。

⑥ひとり親控除
あなたが、生計を同じとする子（ 総所得金額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人 ）を有す
る「 ひとり親 」で合計所得金額が500万円以下の場合、ひとり親控除（ 控除額30万円 ）が適用されます。

配 偶 関 係 死 別 離 別 未 婚
本 人 合 計 所 得 金 額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
生計を同じとする子あり 30万円 － 30万円 － 30万円 －

⑤寡婦控除
あなたが上記（ ひとり親控除 ）以外の寡婦の場合、寡婦控除（ 控除額26万円 ）が適用されます。なお、ひとり親控除と同様に、
所得制限（ 合計所得金額500万円以下 ）が設けられています。

配 偶 関 係 死 別 離 別
本 人 合 計 所 得 金 額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養親族 あり 子 － － － －
子以外 26万円 － 26万円 －

なし 26万円 － － －
※どちらの控除も住民票の続柄に「 夫（ 未届 ）」、「 妻（ 未届 ）」などの記載がある方は対象外となります。

給与等の収入金額（A) 給与所得の金額（ 円 ）
～550,999円 0

551,000円～1,618,999円 A －550,000
1,619,000円～1,619,999円 1,069,000
1,620,000円～1,621,999円 1,070,000
1,622,000円～1,623,999円 1,072,000
1,624,000円～1,627,999円 1,074,000
1,628,000円～1,799,999円

A ÷４＝B
（ 千円未満の端数切捨 ）

B ×2.4+100,000
1,800,000円～3,599,999円 B ×2.8－80,000
3,600,000円～6,599,999円 B ×3.2－440,000
6,600,000円～8,499,999円 A ×0.9－1,100,000

8,500,000円～ A －1,950,000

受給者年齢 収　入　a 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額（ 円 ）
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

65歳以上
（ 昭和34年1月1日以前の生まれ ）

～3,299,999円 a －1,100,000 a －1,000,000 a －900,000
3,300,000円～4,099,999円 a ×0.75－275,000 a ×0.75－175,000 a ×0.75－75,000
4,100,000円～7,699,999円 a ×0.85－685,000 a ×0.85－585,000 a ×0.85－485,000
7,700,000円～9,999,999円 a ×0.95－1,455,000 a ×0.95－1,355,000 a ×0.95－1,255,000

10,000,000円～ a －1,955,000 a －1,855,000 a －1,755,000

65歳未満
（ 昭和34年1月2日以後の生まれ ）

～1,299,999円 a －600,000 a －500,000 a －400,000
1,300,000円～4,099,999円 a ×0.75－275,000 a ×0.75－175,000 a ×0.75－75,000
4,100,000円～7,699,999円 a ×0.85－685,000 a ×0.85－585,000 a ×0.85－485,000
7,700,000円～9,999,999円 a ×0.95－1,455,000 a ×0.95－1,355,000 a ×0.95－1,255,000

10,000,000円～ a －1,955,000 a －1,855,000 a －1,755,000


